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令和５年度横浜市民意識調査業務委託仕様書 

 

１ 調査の目的 

市民の生活意識や市政に対する満足度・要望等を把握し、今後の市政運営や政策立案の基礎

資料として活用する。 

 

２ 調査の概要 

(1) 調査仕様 

ア 調査の対象 

横浜市内に居住する満18歳以上の男女個人（外国人を含む） 

イ 標本数 

5,000標本 うち外国人142標本程度 

ウ 抽出方法 

単純無作為抽出 

エ 調査方法 

調査票を郵送し、回答の回収は郵送回答又はインターネット回答により行う。 

オ 質問数 

30～40問程度（枝問を含む） 

フェイスシート14問程度（枝問を含む） 

 

(2) 調査項目 

ア 経年調査項目（毎年継続して設定している質問項目） 

居住年数、定住意向、生活満足感、生活の心配ごと、市政への満足度、要望など 

イ 特集調査項目（経年項目以外にその年によって設定している質問項目） 

令和５年度調査は３項目程度を予定 

 

(3) 調査期間 

令和５年５～６月（調査票等の発送は５月25日（木）頃を予定） 

 

３ 契約期間 

 契約締結日から令和６年１月31日（水）まで 

  





3 
 

イ 調査票（回答）の回収 

次の方法の併用により、調査票（回答）の回収を行う。 

なお、複数の回収方法を用いることにより、同一人からの重複回答の可能性があるた

め、調査票に調査対象者個人別のパスワードを表示するなど、重複回答を識別できる措置

を講じることとする。 

(ｱ) 郵送回答による回収 

郵送回答用封筒（４(1)ア参照）を用いて調査票を回収する。 

(ｲ) インターネット回答による回収 

受託者が用意するWEBページ（４(1)イ参照）を用いて回答を回収する。 

  (ｳ) 訪問回収 

回収方法は、原則、(ｱ)又は(ｲ)とするが、調査対象者から特に希望があった場合は、

調査対象者の自宅を訪問し、調査票を回収する。回収の際には、調査票の記入漏れの確

認や、調査対象者から質問があった場合の対応等を行う。 

なお、訪問時はマスクを着用するなど、調査対象者との接触が最小限となるよう留意

することとする。 

ウ お礼状兼督促状の送付 

お礼状兼督促状（４(1)ア参照）を、調査対象者全員に対して送付する。 

なお、日本語版、英語版、中国語版のいずれを送付するかの判断は、調査票等の送付に

準ずる（４(2)ア参照）。また、発送までの間に調査対象者から回答ができない又は拒否す

る旨の連絡があった場合は、その者を送付対象者から除く。 

エ 問合せへの対応 

電話、ファックス、電子メールによる質問等の受付窓口を設置し、調査票送付日以降、

調査対象者等からの問合せ等に対応する。 

なお、基本的な質問等の対応は、受託者と委託者で協議し、対応例集を作成するなどの

方法により、統一的に行うこととする。例外的な質問や要望、苦情の対応は、必要に応じ

て受託者から委託者に連絡し、委託者の指示を受けることとする。 

また、電話については、着信課金の電話番号を設定し、少なくとも平日午前10時から午

後５時30分までは直接対応することとする。夜間などの、直接応対できない時間において

は、留守番電話又は案内テープの再生などにより対応することとする。 

 

(3) 集計・分析 

ア 個票入力 

回収した調査票を基に個票入力データ（全回答者の回答一覧）を作成する。入力するフ

ァイルの様式は、事前に委託者の了解を得ることとする。 

イ 単純集計 

全質問項目及びフェイスシートの、実数及び比率を記載した単純集計表を作成する。 
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ウ 居住区別、性・年齢別クロス集計 

全質問項目及びフェイスシートについて、居住区別、性・年齢別（男女別・年齢５歳階

級及び10歳階級別）の、実数及び比率を記載したクロス集計表を作成する。 

エ 属性類型別クロス集計 

全質問項目及びフェイスシートについて、ブロック別、ライフステージ別、既婚・未既

婚別、共働き別、勤務地別、就業形態別、住居形態別、出生地別、職業別、世帯類型別、

鉄道別の、実数及び比率を記載したクロス集計表を作成する。 

オ 設問間クロス集計 

質問項目のうち、委託者が別途指定する項目について、実数及び比率を記載したクロス

集計表を作成する。指定項目は400テーブル程度とする。 

 

(4) 報告書の作成 

調査結果及び分析結果を記載した報告書を作成する。報告書はＡ４判の冊子120～130ペ

ージ程度とし、委託者が別途指示する図表を150点程度含む内容とする。内容については、

事前に委託者の了解を得ることとする。 

なお、この業務では印刷製本が可能なデータを作成することとし、印刷製本は行わない。

（別紙２「成果物等」参照） 

 

５ 成果物等 

(1) 成果物等の種類及び納入期限 

別紙２「成果物等」のとおり 

(2) 納入場所 

横浜市中区本町６丁目50番地 10 横浜市政策局政策課 

 

６ 委託者からの支給品 

委託者から支給する物品は次のとおりとする。支給品の残部及び(1)については、必要作業が

完了した時点で委託者に返却することとする。 

(1) 調査対象者リスト(印字帳票) １部 

(2) 調査票対象者の宛名ラベル ２セット（調査票等送付用・お礼状兼督促状送付用） 

(3) 調査票送付用封筒（角２・横浜市封筒） 5,000部＋予備 

(4) 広報よこはま ５部程度（必要数） 

横浜市民意識調査の実施について掲載した場合に、その号を支給する。 

 

７ その他 

(1) 受託者は、業務の履行に当たり、委託契約約款、個人情報取扱特記事項を遵守することと

する。 

(2) 全体のスケジュールは、業務の開始に当たり委託者と確認を行うこととする。 

(3) 進捗状況を適宜報告し、委託者と十分協議しながら業務を進めることとする。 

(4) 受託者は、集計結果及び報告書の内容に誤りが生じないよう、一連の作業において十分な

確認を行うこととする。 

(5) 本仕様書に記載のない事項については、委託者と協議して決定することとする。 
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【別紙１】インターネット回答用WEBページの作成に関する特記事項 

 

１ WEBページ作成要件 

  対象のWEBページは、次の要件を満たすよう作成することとする。 

(1) 横浜市のサブドメイン名を使用する。 

(2) ＰＣ、スマートフォン及びタブレットからの回答機能を有する。 

(3) 回答の一時保存機能を有する。 

(4) アクセスのためのＩＤ・パスワードを設定するなどの方法により、調査対象者以外の回答

の防止や、同一対象者による重複回答の確認等を行える。 

(5) 回答者の利便性の向上のため、WEBページにアクセスできる二次元バーコードをあわせて作

成する。 

 

２ セキュリティ要件 

WEBページの運用保守において、次の措置がとられていることとする。 

(1) 通信経路の暗号化、通信回線の監視、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入な

ど、安全な管理のために必要な対策がとられている。 

(2) 情報システムの開発・管理・運用を行う者には、個人ごとにIDを発行し、それぞれに推測

困難なパスワードを設定している。また、開発・管理・運用に用いるページに対しては、ア

クセス元IPアドレスによるアクセス制限や多要素認証など、ID・パスワードが漏えいしたと

しても、インターネットを経由した不特定多数からの不正アクセスが生じえない対策がとら

れている。 

(3) 必要に応じて、操作記録の採取を行うことができる。 

(4) 常に脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を入手し、リスクの大きさに応じた適切な対応

がとられている。 

(5) WAF（Web Application Firewall）や仮想パッチ等、脆弱性を利用した攻撃を防ぐ仕組みが

導入されている。






